
第 ５ 回

熊本県議会

道州制問題等調査特別委員会会議記録

平成20年２月25日

開 会 中

場 所 第 １ 委 員 会 室



- 1 -

熊本県議会 道州制問題等調査特別委員会会議記録第 ５ 回

平成20年２月25日（月曜日）

午前10時２分開議

午前11時22分閉会

本日の会議に付した事件

（１）地方分権改革推進委員会「中間的な取

りまとめ」に対する本県の考え方

（２）地方分権改革推進委員会の今後の動き

（３）北海道視察の報告

（４）道州制に関する情報提供について

（５）道州制議論の今後の予定

（６）九州各県の決算の状況について

（７）閉会中の継続審査について

（８）その他

出席委員（15人）

委 員 長 前 川 收

副委員長 松 田 三 郎

委 員 倉 重 剛

委 員 松 村 昭

委 員 渡 辺 利 男

委 員 馬 場 成 志

委 員 氷 室 雄一郎

委 員 鎌 田 聡

委 員 守 田 憲 史

委 員 池 田 和 貴

委 員 小早川 宗 弘

委 員 吉 田 忠 道

委 員 渕 上 陽 一

委 員 早 田 順 一

委 員 髙 木 健 次

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策局

局 長 木 本 俊 一

企画課長 内 田 安 弘

総務部

部 長 原 田 正 一

次 長 木 村 利 昭

首席総務審議員兼

人事課長 田 崎 龍 一

行政経営課長 小 嶋 一 誠

財政課長 市 川 靖 之

税務課長 富 田 健 治

市町村総室長 松 見 辰 彦

市町村総室副総室長 村 山 栄 一

地域振興部

政策調整審議員兼

地域政策課課長補佐 坂 本 孝 広

健康福祉部

健康福祉政策課長 岡 村 範 明

環境生活部

政策調整審議員兼

環境政策課課長補佐 宮 尾 千加子

商工観光労働部

商工政策課長 宮 尾 尚

農林水産部

首席農林水産審議員兼

農林水産政策課長 瀬 口 豊

土木部

監理課長 鷹 尾 雄 二

教育委員会事務局

首席教育審議員兼

教育政策課長 吉 村 孝

事務局職員出席者

政務調査課課長補佐 武 田 正 宣

議事課課長補佐 宮 﨑 聖

午前10時２分開議

○前川收委員長 だだいまから、第５回道州

制問題等調査特別委員会を開会いたします。
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なお、本日の委員会に３名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることといた

しました。

議事に先立ちまして、本委員会のメンバー

でございました故田端委員の御冥福をお祈り

して、皆様とともに黙祷をささげたいと思い

ます。御起立をお願いいたします。

（全員起立・黙祷）

○前川收委員長 ありがとうございました。

それでは、早速、議事に入りたいと思いま

す。手元に本日の次第を置いてありますが、

こちらをごらんいただきたいと思います。

、 。本日の議題は 資料の報告等がございます

早速、報告をしていただき、その後、それら

も踏まえて皆さんの活発な議論をお願いいた

します。

それでは、資料１について執行部から報告

してください。

○内田企画課長 企画課の内田でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

本委員会におきましては、地方分権改革と

道州制について議論を行っていただいている

ところでございますが、本日は、まず、前回

の特別委員会で御指示がありました地方分権

改革推進委員会から出されました中間的な取

りまとめに対する本県の考え方を御説明いた

します。その後、地方分権改革推進委員会の

今後の動き、道州制に関する北海道視察の報

告、昨年12月の本委員会開催以降の道州制に

関する動きや今後の予定等について、資料を

もとに御説明させていただきます。委員会資

料の１ページをお願いします。

まず、前回の特別委員会で御指示がありま

した地方分権改革推進委員会の中間的な取り

まとめに対する本県の考え方でございます

が、取りまとめ全体に対する本県の考え方は

別冊の一覧表にまとめておりますので、後ほ

どごらんいただきたいと思います。本日は、

その中の主な項目につきまして関係部局から

個別に御説明させていただきます。２ページ

をお願いいたします。

まず、個別の項目の説明に入ります前に、

地方分権改革推進委員会での議論の振り返り

を行っていただくために、前回、御報告申し

上げました昨年11月16日に出されました中間

的な取りまとめの概要を簡潔に御説明いたし

たいと思います。１の初めの中でこの中間的

な取りまとめは、地方分権改革を進めるため

に、本年の春ごろから順次予定されておりま

す勧告に向けた羅針盤、トリガー、引き金で

あるとの位置づけがなされております。３の

地方分権改革における基本姿勢の明確化の章

で分権改革を地方が主役の国づくりに向けた

取り組みと位置づけ、４の国民・住民本位の

地方分権改革の章で （１）条例制定権の拡、

大など、法制的な仕組みの見直し （２）個、

別の行政分野・事務事業の抜本的見直し・検

、 、 、討で 医療 生活保護などの７つの重点事項

福祉・保健、労働など10の主な事項を掲げ、

それらについて委員会として改革の方向性を

、 、示しており ５で地方税財源の充実確保など

税・財政制度を論じ、６の分権型社会の転換

に向けた行政体制の章で地方支分部局等の見

直しを論じております。７の勧告に向けての

ところで政府に対し順次勧告を行うことと

、 、し 19年度末までに法制的な仕組みの見直し

個別の行政分野・事務事業の抜本的な見直

し、国の出先機関の抜本的な見直しの３つの

項目について、各府省から回答を得るとし、

今その作業が行われているところでございま

す。この検討中の項目である個別の行政分

野・事務事業の抜本的見直しについて、前回

の委員会において本県の考え方を取りまとめ

るよう御指示を受けたところでございます。

４ページをお願いいたします。

中間的な取りまとめにおきまして、個別の

行政分野・事務事業の抜本的見直し・検討と

、 、 、して 医療 生活保護などの７つの重点事項

福祉・保健、労働など10の主要な事項につい
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て、地方分権改革推進委員会としての改革の

方向性が示され、前回、12月の本特別委員会

において、この内容や方向性について、県の

担当部局が県行政として考えたときに問題点

があるかどうかを検証するようにとのことて

ございました。この中間的な取りまとめは、

地方分権改革推進委員会の29回にわたる議論

の末に文章にまとめられたものであり、本文

を読むだけでは、その背景やなぜそのように

結論に至ったかなどが不明な部分もありまし

、 。たが 全体で58件の意見の提出がありました

、 、 、これらの意見を本県の考え方に従い ◎ 〇

、 。△ ☆印の大きく４つに分類をいたしました

◎のさらなる分権を進めてよいと考えるもの

として分類したものが２件あります。具体的

には中間的な取りまとめよりも、もっと地方

分権改革を進めるべき、中間的取りまとめで

は取り上げられてない視点があるとの指摘が

あっております。○の中間的な取りまとめの

改革の方向性に賛同するものが36件、また、

△の一定の条件のもとで賛同するものが13件

あり、58件中49件が○と△に分類され、中間

的な取りまとめにおける改革の方向性は、本

県としてはおおむね一致しており、評価でき

るとの結論が得られました。一方で☆印に分

類しましたように、中間的な取りまとめで示

された改革の方向性が、これまでの地方の主

張と異なっているものが７件ありました。地

方への事務事業の移譲を行う際には、必要な

財源、人員が移譲されることが前提であり、

その際には、仮称でございますが、地方行財

政会議などにおいて国と地方が対等な立場で

十分協議を行い、確実な税源措置が行われる

ことが、財源措置が行われることが不可欠だ

と考えております。今回取りまとめられた意

見が今後の本県の分権改革に向けた基本的な

スタンスとなると考えております。

７ページをお願いいたします。時間の都合

もございますので、58件の意見の中から主な

15項目を取り上げ資料としてまとめておりま

す。これらの項目につきまして中間的な取り

まとめの本文のページ順に沿ってそれぞれ担

当部局から報告をさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。

○岡村健康福祉政策課長 健康福祉政策課長

の岡村でございます。

まず、７ページの最初でございますけれど

も、本文の方では16ページということになっ

てございます。①の医療についてでございま

す。中間的な取りまとめでは医療計画等にお

ける都道府県の権限と責任の強化といたしま

して、医療サービスは、都道府県が広域的な

行政主体として地域の実情に応じた医療提供

体制の整備に主体的な役割を担うべきである

と、また、医療計画における基準病床数につ

いて、地域医療の実態を反映した独自の算定

を可能とする仕組みを構築すべきであるとの

意見が取りまとめられております。この意見

に対しまして、本県の考え方といたしまして

は基本的に賛同したいと考えております。平

成18年の医療法の改正によりまして、都道府

県では広域的視点から医療資源の把握に努

め、必要な医療提供体制について検討を開始

しております。本県でも現在、策定を進めて

おります第５次の保健医療計画の策定過程

で、疾病別の受療動向、診療を受ける受療動

向に関する調査や脳卒中等に関する医療機関

の機能調査等を通じまして、医療資源の把握

に努めますとともに、住民への情報提供のあ

り方についても検討を開始したところでござ

います。

次に、基準病床数による病床管理につきま

しては、特例病床制度が設けてはございます

が、国の厳密な審査が必要でございます。都

道府県が医療提供体制の整備に主体的な役割

を担っていくためには、地域の特定の課題へ

柔軟な対応が可能となるような仕組みを取り

入れていくことが求められていくものと考え

ております。なお、これは医療分野に限らな
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いことではございますが、地方分権を進めて

いく上での前提になりますが、都道府県が医

療提供体制の整備に主体的な役割を担ってい

くという責任を果たすに当たりましては、権

限と財源を含めた移譲が必要でございます。

また、その際には例えば、医師確保におきま

して医師の養成は国が責任を持って担うべき

であるなど、国と都道府県の役割分担を明確

にしていく必要があると考えております。

以上でございます。

○鷹尾監理課長 監理課長の鷹尾でございま

す。

、 。５番の道路 本文の19ページでございます

中間的な取りまとめといたしまして、一般国

道の維持管理権限の移譲等につきまして、指

定区間の一般国道についての維持修繕その他

の管理の権限を都道府県に移譲すべきとの内

容でございます。

まず、一般国道の管理の状況でございます

が、国土交通大臣が指定をいたします区間、

いわゆる指定区間につきましては、現在、国

が国土交通大臣が管理をし、その他指定区間

外につきましては、都道府県知事が管理をす

るという体制になっております。現在、県内

では３路線、296キロメートルが指定をされ

国土交通大臣が直轄管理をしているところで

ございます。これに対しまして、本県の意見

といたしまして、その他ということで国と地

方が担うべき役割分担について十分に議論を

行うべきという意見でございます。理由とい

たしまして、一般国道につきまして真に国が

責任持つべき範囲を明確にするなど、国、都

道府県が担うべき役割分担の議論が十分に尽

くされていないというふうに考えておりま

す。この役割分担につきまして十分に議論を

行うべきではなかろうかと考えております。

具体的には現在３路線、国の方で維持管理を

行っております。道路の整備水準も隋分上が

りました。一般国道の建設管理のほか、高規

格の道路の整備、こういうものにも現在取り

組みを進めている中で、なお、依然としてこ

の３路線について国が管理を行うことが適当

であるのか、そのあたりについてもしっかり

議論を行う必要があろうかと思っておりま

す。

さらにもう１点、今回の取りまとめでは、

一般国道の指定区間の新設・改築は国に残

し、維持修繕その他の管理の権限を都道府県

に移譲すべきとしておるところでございま

す。これは地方分権改革に逆行する二重行政

そのものではなかろうかとも考えられます。

地域住民においてもわかりづらい道路管理で

ございます。効率的・効果的な道路管理を行

う上で、整備と維持修繕の管理は本来一体的

に行われるべきではないかというふうに考え

ております。以上から一般国道の維持管理権

限の都道府県への移譲につきましては、再検

討を含めて十分に議論をすべきではないかと

いうことでございます。

以上でございます。

○瀬口農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。

⑦番でございます。農地転用許可制度でご

ざいますけれども、現行の農地転用許可につ

きましては、面積が４ヘクタールを超える場

合は国が、４ヘクタール以下の場合は都道府

県が行うとこととなっております。また、面

積が２ヘクタールから４ヘクタールまでの間

は、県は国に協議をすることとされておりま

す。そのため中間取りまとめでは４ヘクター

ルを超える農地転用許可権限を県へ移譲し、

２ヘクタールを超え４ヘクタール以下の場合

の国との協議は廃止するよう提起をされてお

ります。これについては県としても賛同と考

えております。その理由は協議や許可に係る

事務に相当の労力と時間を要していること、

そしてまた、農地転用許可事務は既に全国統

一的な基準に基づいて行われている。こうい
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った理由から県としては国が関与する必要は

低いというふうに考えております。

以上です。

○岡村健康福祉政策課長 ８ページをお願い

いたします。その他の主な事項に入ります。

まず、最初の福祉・保健の民生委員のとこ

ろでございます。なお、本文は22ページ下段

から23ページ上段にかけてでございます。中

間的な取りまとめでは、民生委員の選任に当

たりましては、市町村が推薦したものを都道

府県の審査・推薦を経て厚生労働大臣が委嘱

することとなっており、３年ごとの改選時も

多くの手続と時間を要していること、特に欠

員補充の場合はその間地域福祉活動に支障が

生じていることが指摘されており、地域福祉

活動の円滑な遂行のために、委嘱手続を簡略

化すべきとの意見が取りまとめられておりま

す。現行の手続の流れにおきまして委嘱手続

を簡略化することにつきましては賛同したい

と考えております。ただ、現在、厚生労働大

臣にございます委嘱権限を、例えば知事もし

くは市町村長に移譲するなど、委嘱権限の移

譲を含めた委嘱手続の見直しとなる場合に

は、大臣による委嘱が民生委員の使命感ある

いは責任感を高めているというような意見も

ございますことから、委嘱権限の移譲につき

ましては慎重に検討されるべきだというふう

に考えております。したがいまして、この意

見に対します本県の考え方といたしまして

は、一定の条件のもと賛同したいと考えてい

るところでございます。なお、本県におきま

しては、県内部におきます委嘱の迅速化を図

るということでいろいろな取り組みを図って

きているところでございます。

以上でございます。

○宮尾商工政策課長 商工政策課でございま

す。

次の２の労働でございます。無料職業紹介

事業、労働基準行政等でございますが、中間

的な取りまとめの本文では、無料職業紹介事

業を実施している都道府県は、大分でハロー

ワークを移譲して国の一定の関与のもとに整

備したネットワークにより地方の雇用・労働

情勢を熟知した都道府県が効率的に実施すべ

きとなっております。これにつきまして本県

の考え方でございますが、もっと分権を進め

るべきと申しております。具体的に申し上げ

ますと、無料職業紹介や雇用保険機能等の指

導業務全般あるいはポリテクセンターで実施

しております職業訓練、職業安定業務を円滑

に実施するための労働基準行政全般について

検討すべきではないかと考えております。そ

の理由でございますが、現在、県では企業誘

致や各種産業支援施策による雇用創出を行う

とともに、学校教育や職業訓練を通しての産

業人材の育成を行っておりますが、これとあ

わせて職業紹介に関する業務全般を行うこと

で企業の採用活動との連結が図られるものと

考えております。なお、現行の制度でも国に

届出をすることで県や市町村は無料職業紹介

をすることはできるわけでございますが、現

在、国でしかできていない雇用保険業務等を

含めた総合的なサービスを提供しなければメ

リットは小さいものでございます。したがい

まして、県内企業の育成を図る上では、企業

の技術や財務面での強化とともに雇用条件の

改善を進めることが重要でございまして、現

在、労働局で行っております企業の指導や労

働基準行政について、国は基準を示し運用を

地方に任せれば産業振興施策とあわせて総合

的に推進することができるものと考えており

ます。

以上でございます。

○吉村教育政策課長 教育政策課でございま

す。

御意見は教育委員会制度につきまして、設

置方法、首長との連携や総合的行政の推進、
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情報開示等の活性化等を含め、あり方を検討

すべきというものでございますが、中央教育

審議会の答申に基づきまして、昨年６月に教

育委員会の権限を定める地方教育行政の組織

及び運営に関する法律の一部が改正され、今

年４月から施行されます。改正内容は多岐に

わたっておりますが、教育委員会は教育にお

ける政治的中立性や継続性、安定性の確保、

地域住民の意思の反映のため、今後とも全国

すべての自治体に設置するものとし、地方に

おける教育行政の中心的な担い手として、役

割を発揮していくことが求められるという前

提に立ちまして、教育委員会の責任体制の明

確化、体制の充実、教育における地方分権の

推進等について整備がなされております。

まず、教育委員会の責任体制の明確化につ

きましては、教育委員会が責任を持って管理

執行すべき一定の重要な事務については、教

育長に委任できないこととする一方で、効果

的な教育行政の推進と住民への説明責任を果

たしていくために、学識経験者の知見を活用

し、事務の管理執行状況について点検・評価

を行い、その報告書を議会に提出し公表する

こととされております。

次に、教育委員会の体制の整備・充実につ

きましては、人口規模が小さい市町村では教

育委員会の事務局体制が十分ではないことを

踏まえ、共同設置や一部事務組合などの方法

を活用してその教育行政の整備体制等に努め

ること、また、重要な役割を果たす指導主事

の配置が進んでいない現状を踏まえ、指導主

事を置くように努めなければならないとされ

ております。

また、教育における地方分権の推進につき

ましては、現に子供を養育している保護者の

意向が適切に反映されるよう保護者の中から

教育委員を選任することが義務化されており

ます。

あと２点は条例化が必要でございますけれ

ども、地域の実情と住民の意向を教育行政に

反映できるよう教育委員の数を弾力化できる

ようにし、また、同様に、地域づくりの観点

から学校体育を除くスポーツに関する事務、

文化財保護を除く文化に関する事務を首長の

方で管理執行できるようになっております。

以上、おおむね立法的な解決がなされてお

りまして、改正法の趣旨に従って対応を進め

てまいりたいと思っております。

以上です。

○鷹尾監理課長 監理課でございます。

９ページ⑥交通・観光のうち、港湾管理の

部分について御説明をさせていただきます。

中間的な取りまとめ本文の内容といたしまし

て、港湾管理者が自主的・総合的に港湾を管

理することができるよう港湾計画の審査や公

有水面埋立免許の認可と国の関与を縮小すべ

きとございますが、本県といたしましては、

基本的に賛同するという立場でございます。

理由といたしまして、港湾の管理は自治事務

でございまして、地方自治体が中心となって

管理を行っておりますが、国の関与によりま

して行政の効率性・迅速性が損なわれる、こ

ういうケースも散見をされるところでござい

ます。まず、港湾計画でございますが、港湾

計画につきましては、港湾の開発利用・保全

の指針といたしまして港湾管理者が定めるも

。 、のでございます 国際的・全国的な見地から

真に国の関与すべき港湾を明確にして国の関

与を最低限にすべきではなかろうかと、その

ほか港湾の計画の策定には新規または一部変

更等ございます。このような手続につきまし

ても国の認可が必要なケースも多うございま

す。認可に相当な時間を要するというような

問題点もあろうかと思います。

２点目、公有水面の埋め立てに関する国の

認可は全廃すべきということでございます

が、公有水面の埋め立てにつきましては、申

請者が申請を行いました後、港湾管理者であ

る都道府県知事が認可を行うという手続にな
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りますが、その中でさらに一定の要件に該当

する場合には、大臣の認可を求めなければな

らないという現状にございます。公有水面埋

。 、立法には免許基準が示してございます また

地元市町村長の意見聴取や利害関係者の意見

提出について規定をしているところから、港

湾管理者が大きく公益に反した免許を出すこ

とは考えられず、国も国の利害に関する異議

があれば利害関係者として意見を出せば十分

ではないかと考えているところでございま

す。

以上でございます。

○坂本地域政策課政策調整審議員 空港管理

につきましてでございます。現行の種別を再

整理し１から３種空港がございます。それを

国際的・広域的・基幹的な国内外の航空ネッ

トワークを形成する空港について国設置・国

管理、例えば成田空港、羽田空港、中部国際

空港、関西空港等が上げられるかなというふ

うに考えております。それ以外の空港につい

ては、地方設置・地方管理とを明確に区分す

へきという提案がなされております。県の考

え方としましては、一定の条件のもと賛同す

るという形をとらせていただいております。

、 、地方管理となることで空港の機能 人の流れ

物の流れ等の機能の向上、並びに空港利用者

の利便性向上に向けて地方のニーズを生かし

た形で迅速かつ的確な施策の展開が期待でき

るということが考えられます。ただし、空港

の管制や利用者の安全・安心確保など地方管

理とすることで安全水準等に地域間の差異が

生じる可能性が高いことが考えられるため、

国において全空港一体的に安全面の管理につ

いては行ったが効果的・効率的でないかと考

えております。

以上です。

○宮尾環境政策課政策調整審議員 環境生活

部でございます。当部では環境保全課の公害

規制事務の権限移譲について御説明させてい

ただきます。公害防止の観点から大気ですと

か、土壌、特定化学物質等の排出に関する規

制をそれぞれの法律等に基づいてやっている

ところでございますが、それぞれの事務の権

限の所在が大臣、県、政令市の長などとそれ

ぞれで異なっている場合がございます。した

がいまして、１つの同一の施設であるにかか

わらず、あるものは県に、あるものは国に、

あるいは中核市にというような届け出が必要

でございまして、事業者にとって大変わかり

にくく、負担となっております。そのため、

事務の権限を移譲した上でその統一を図るべ

きだと考えております。したがいまして、賛

同ということでございます。また、一部の施

行令におきまして中核市ですとか、個別に指

、 、定された市 これは当県ではございませんが

これらの市の長にのみ権限が移譲されている

場合もございまして、移譲先についても非常

にわかりにくいということで、地域が自ら環

境保全の施策を推進できるように移譲対象市

町村の範囲につきましても拡大すべきと考え

ておりまして、中間的な取りまとめに賛同す

るものでございます。

以上でございます。

○瀬口農林水産政策課長 種畜検査でござい

ます。検査は種畜の疾病蔓延防止と優良種畜

利用の推進を目的に実施をされております。

種畜検査は国が行う定期種畜検査が基本でご

ざいますけれども、疾病等の理由でやむを得

ず受検ができなかった場合、県が行う臨時種

畜検査となります。現在、県の臨時種畜検査

の通用する範囲は県内のみとされておりま

す。中間取りまとめでは、有効区域を県内に

限定する必要はないと提起をしております。

これにつきまして、県としては一定の条件の

もと賛同というふうに考えております。その

理由でございますけれども、中間取りまとめ

と同様に、県の臨時種畜検査と国の定期種畜
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検査の検査項目は同一でありまして、臨時種

畜検査の有効区域を県域に限定する必要はな

いというふうに考えております。ただし、種

畜の移動報告の義務化等など一定の条件を付

して賛同というふうにしております。

以上です。

○宮尾商工政策課長 次のベンチャー企業の

育成についてでございます。本県の考えは賛

同するとしております。ベンチャー企業を含

めます中小企業に対する支援につきまして

、 、は セミナー等の開催や創業経営者育成事業

研究開発事業化への補助等において、現在、

国及び独立行政法人であります中小企業基盤

整備機構と地方の二重構造になっておる部分

がございます。このことにつきまして、地方

では創業を行う場合の資金調達、経営パート

ナー確保や創業後の資材調達、事業連携など

に関しては、当該地域内から草の根的に行わ

れていくことが多く、創業期から事業初期、

中期に係る情報は地域に密着した地方自治体

や商工関係支援機関、金融機関関係が精通し

、 、 、ていること また 近年の例におきましては

大企業の地方進出が活発に行われ、地方も大

企業とのパイプを持っていることから、事業

中期から成長発展期の事業展開におけるベン

チャーと大手企業とのマッチング支援等も十

分可能であるなどから、二重構造となってお

ります支援事業については、地方に委ねるべ

きであり、国は全国的にベンチャーの事業活

、 、動を支援するための税制 金融支援制度など

社会システムの構築等に限定した支援を行う

べきものと考えております。

以上でございます。

○内田企画課長 10ページをお願いいたしま

す。

義務付け・枠付け、関与の見直しと条例制

定権の拡大の項でございます。義務付け・枠

付けの存置を許容する場合のメルクマールの

ところでございますけれども、地方自治体の

自主性を強化し、政策や制度の問題を含めて

、 、自由度を拡大するために 自治事務について

義務付け・枠付けの存置を許容する７つのメ

ルクマールを示して、該当しないものについ

て、義務付け・枠付けを原則として廃止する

ことを各府省に求めて、３月末までに回答を

得るということにされております。この義務

付け・枠付けの存置を許容する基準の中で全

国的に統一して定めることが必要とされる場

合というような記述がございます。この記述

により全国的な統一性の必要性を各府省は強

く主張しており、３月末に得るとされている

回答についても、全国的に統一して定めるこ

とが必要との理由により、ゼロ回答に終わっ

。 、てしまうことも危惧されております そこで

分類は☆印にしておりまして、各府省からの

回答の検証は厳密に行うべきというふうに考

。 、えております 各府省からの回答を得た後に

その回答を公表するともに、内容について委

員会において検証を行いますが、その際に果

たして本当に全国統一の視点から義務付けを

残す必要があるのか、このことが地域の個性

の発揮を阻害してないかという観点から、厳

しく検証を行っていただきたいというふうに

考えております。

続きまして、４の(３)地方分権の改革と地

域の再生でございます。地方分権の改革の推

進は、地方の活性化を目指していく取り組み

でございますが、このことを積極的に進めて

いただきたいということで○をつけておりま

す。理由は、地方分権改革の推進により地方

のことは地方で決めることができるようにな

、 、りますが 経営の自由度も高めますけれども

一方でそれに伴う責任も大きくなります。自

治体自身も主体的に責任感を持って行動して

いく自覚が必要でありますし、住民自治の機

運を高めていく地道な取り組みを進めていく

必要があるというふうに考えております。

以上でございます。
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○市川財政課長 １点目は国と地方の財政関

係でございますが、中間的な取りまとめの内

、 、容でございますけれども 中身としましては

そこに２行のところから書いてございます

が、地方がみずからの責任で効率的な自治体

経営を行えるように国庫補助負担金、地方交

付税税源移譲を含めた税源配分の見直し、そ

れから、地方債を含めた分権にかなった地方

税財政改革を進めていく必要があるといった

内容でございます。これに対します本県の意

見でございますが、△とさせていただいてお

りますけれども、基本的な考え方、理念的に

はもっと進めるべきだというふうに考えてお

ります。ただ、個々につきましては、権限と

財源の問題をきちんと議論することが重要で

あり、もう１点は三位一体改革の経験を踏ま

えれば権限移譲が伴わないままの国庫補助負

担金の改革、それから一方的な交付税の削減

といったところが行われたところでございま

すので、中央政府と地方政府が対等協力の立

場にある地方行財政会議、これを法律に基づ

き設置し、中央と地方が話し合いながら進め

ていくべきというふうに一定の条件を付して

いるところでございます。

２点目でございますが、地方間財政力格差

の是正でございます。これにつきましては、

先般も制度改革がなされるところでございま

すけれども、地方税財源の配分、偏在是正を

さらに国と地方の税体系の観点から見直しを

行う必要があるといった中間取りまとめの中

身になっております。これに対しましても、

本県の考え方としましては理念的にはもっと

進めていくべきというふうに考えているとこ

ろではございますけれども、今回の偏在是正

策を考えますと、地方税が一部国税化されて

譲与税として配分されるという形で暫定的に

行われたところでございます。これにつきま

しては、地方部にとりましては財源的には有

利な部分がございますけれども、理念的には

やはり自分たちの自主財源が一度国に召し上

げられるという形になっているところもござ

いますので、長期的な方向性としましては自

分たちの自主財源、地方税源の充実、地方消

費税といった偏在性の少ないそういった自分

たちの税源の充実、そういったことを盛り込

む必要があるのでなかろうかといった考え方

をまとめているところでございます。

以上でございます。

○前川收委員長 以上で報告が終わりました

が、この報告について何かございますでしょ

うか、それぞれ委員の皆さん、御意見なり、

御質問なり出していただければと思います。

もし後でよければその他の方の説明まで終わ

った後に一括して質疑という形でもよろしゅ

うございますから、それでよろしゅうござい

ますか。

（｢はい」と呼ぶ者あり)

○前川收委員長 それでは、その他に入りま

す。

次に、その他について執行部から説明、報

告をお願いいたします。

○内田企画課長 その他について御説明申し

上げます。11ページをお願いいたします。

地方分権改革推進委員会の今後の動きでご

ざいます。内閣府に設置されております地方

分権改革推進委員会では、平成21年の地方分

権改革推進計画の閣議決定に向けて、内閣総

理大臣に具体的な指針を勧告するとされてお

り、現在、それに向けて中間的な取りまとめ

で示されました法制的な仕組みの見直し、個

別の行政分野・事務事業の抜本的な見直し、

国の出先機関の見直しについて、今年度末ま

でに、各府省から回答を得るということにし

ております。これらの結果を踏まえまして、

平成20年５月ごろに出される第１次勧告で、

まず、個別の行政分野・事務事業の見直しに

ついて勧告が行われる予定でございます。ま
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た、20年の末には、第２次勧告として法制的

な仕組みの見直し、個別の行政分野・事務事

業の抜本的な見直し、国の出先機関の見直し

の３項目について勧告が行われる予定という

ふうに聞いております。一番気になるところ

でございますが、税財政改革については、現

在のところ必要に応じ意見を提出するという

ことになっております。国と地方の役割分担

を見直し、それに応じた地方税財政制度につ

くり直していくという正攻法が採用されてい

るようですけれども、地方分権改革推進委員

会の基本的な考え方や中間的な取りまとめに

おいて、地方共有税や国と地方が対等な立場

で議論ができる法定の場としての地方行財政

会議の設置について明言がされてない現状か

ら、この点については注意深く見ていく必要

があると考えております。

12ページ及び13ページをお願いいたしま

す。12ページ、13ページに先月の北海道視察

の概要をまとめております。平成18年12月に

道州制特区推進法が国会で可決され、北海道

は道州制特区としては、現在、８つの権限移

譲を受けて行政運営を行っております。視察

先は、北海道庁、市町村、経済界と立場が異

なる視察だったために、道州制特区に関する

とらえ方、道の市町村への権限移譲に関する

意見の違い、見解の違い等が明白になり、今

後の本県における道州制議論の進め方につい

て、大変参考になったというふうに思ってお

ります。

15ページをお願いいたします。道州制に関

する情報の提供についてでございます。現在

の道州制の議論は、国と道州、市町村の具体

的な役割分担等が不明であるために、県民生

活レベルではイメージしづらいのではないか

というふうに思っております。昨年秋には、

民間の各種団体によるシンポジウムやフオー

ラムが開催されておりますが、12月の本特別

委員会後の県の啓発活動について御報告申し

上げます。

まず、昨年の12月13日から20日にかけまし

て県内を６つのブロックに分けて、市町村職

員や各地域の経済団体の職員等を対象に地方

分権改革の推進や道州制の動向及び市町村合

併を内容としたセミナーを開催いたしまし

た。トータルで267名の参加があっておりま

す。また、委員の先生方にもおいでいただき

ました道州制セミナーを１月25日に熊本市の

産業文化会館で開催しましたところ、県民、

経済団体、行政関係者と約450名ほどの参加

をいただきました。今後も機会あるごとに啓

発活動、広報活動を行っていきたいというふ

うに考えております。

16ページをお願いいたします。１月25日の

道州制セミナーで基調講演を行っていただい

た関西学院大学の林教授の道州制に関する基

本的な考え方を示しております。この基本的

考え方は、これからの議論を行うベースとし

て大事であるという認識から、資料として提

出させていただきました。講演のポイントだ

けを御説明いたします。まず、地方の実態把

。 、握について４項目を上げておられます 特に

九州内での人口の福岡一極集中、全国での首

都圏集中が進む中、地域間格差が拡大する経

済・財政の負のスパイラル連鎖が起こりつつ

あるとの認識を示しておられます。

19ページをお願いいたします。このページ

では、地域活性化と道州制の関係について述

べられておられます。富の配分の項で今後、

福岡に富が集中する可能性があるが、県境が

あればこの富は福岡県が独占することにな

る。しかし、この富は、道州制になれば九州

全体のために使うことができるとの指摘は、

新しい視点ではないかというふうに思ってお

ります。

20ページ、21ページをお願いいたします。

道州制セミナー時のアンケート調査の結果を

まとめております。道州制について地域の実

情に合った地域づくりの実現や、中央集権の

是正等の期待があるほか、道州内での地域格



- 11 -

差の拡大、州都移動による県都の活力の喪失

等の不安や懸念が多いようでございます。道

州制について欲しい情報としましては、国・

道州・市町村に役割分担の内容、国から移譲

される権限・財源の内容と、生活や業務に関

係し具体的なイメージが可能となる情報の提

供が望まれております。セミナー後の道州制

についての感想でございますが、関心が高ま

った、理解が深まったとの意見が多かったほ

、 、か やはり具体的なイメージ等を把握できた

身近なこととして感じられたという人は少な

く、今後、道州制を住民に身近なものとする

よう、より積極的な広報活動等を行う必要が

あるということがわかることになりました。

22ページをお願いします。道州制議論の今

後の予定でございます。まず、政府の方です

、 、 。が 今後の予定 一番下段の欄でございます

道州制ビジョン懇談会では、19年度末、本年

３月までに中間報告を取りまとめる予定とい

うふうに聞いております。全国知事会では役

割分担と国のあり方に関する議論が進めてお

りますが、これらの具体的な議論は政府の道

州制ビジョン懇談会の中間報告が出てからで

はないかというふうに考えております。自由

民主党においては、第３次の中間報告を取り

まとめ中であり、３月末の策定を目指してい

るというふうに聞いております。また、日本

経済団体連合会でも本年秋の第２次提言の前

に３月中に中間取りまとめを行うというふう

に聞いております。

以上が道州制についての主な議論と今後の

予定でございます。以上でございます。

○市川財政課長 財政課でございます。

最後に23ページで道州制をにらんでの九州

各県の財政状況について御説明いたします。

数字としましては、平成18年度の普通会計決

算ベースでございます。ここで見ていただき

ますと、上下２つに分けておりますが、大き

く自主財源、自分たちの財源それから依存財

源としまして地方交付税、国庫支出金、地方

債など大きく２つに分けております。ここで

見ていただきたいところとしましては、福岡

県が一番、自主財源比率が大きいといったと

ころでございます。50.4％でございます。一

方、本県、福岡県に次ぐ規模でございますけ

、 。れども 36.2％といったところでございます

九州各県合わせますと、どうなりますかとい

うのが一番右側でございますが、合計いたし

ますと、決算規模としましては一番下にござ

いますように、５兆3,294億円と５兆円規模

の決算規模でございます。一方で全体の自主

財源比率につきましては、上のところに黒塗

りに書いてございますが、37.5％と本県の自

主財源比率よりも若干上がるといったような

状況でございます。

説明は以上でございます。

○前川收委員長 以上で執行部からの説明、

報告が終わりました。今まで説明、報告を受

けたすべての件について質疑を求めたいと思

います。どなたからでも結構でございます。

どこからでも結構です、入り口は。

○吉田忠道委員 まず、１番目の地方分権改

革推進委員会の中間的取りまとめに対する本

県の考え方を説明していただきましたけれど

も、この中身についてはそれぞれ専門的立場

で議論されてきたことだろうと思いますけれ

ども、この考え方というのは、現在の状況で

県に権限を移譲すべき問題等についての検討

であったのか、それとも道州制というのをに

らんで、道州制になった場合でもそういうこ

とになろうかという検討をされたのか、その

点が１つと、それからもう１つは、この意見

は、熊本県の考え方というのは、政府なり、

自民党なり、あるいはほかの団体等に対して

何か提言をするとか、報告するとか、そうい

う予定があるのかどうか聞きたいと思いま

す。
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○内田企画課長 まず、どういう前提で検討

したかということでございますが、道州制の

方は、まだ役割分担等定まっておりませんの

で、現在の都道府県の事務としてどう判断す

るということで判断をしていただきました。

また、政府、自民党等への提言等への話です

が、今まさに地方分権改革推進委員会で議論

されておりますが、それにつきましては、全

国知事会等が、また意見を出すことになるか

と思います。県としましては、その全国知事

会での議論等に対して、この考え方をもとに

意見を申し上げていくという方向ではないか

と思っております。

○吉田忠道委員 もう１点、これに関連しま

して、これでまとめられた県の考え方という

のは、今この場等においてはある程度それぞ

れの共通的な認識ができたと思うのですけれ

ども、これを今度は県民あるいは各地方自治

体の方に対しての啓発といいますか、情報提

供といいますか、そういう予定は。

○内田企画課長 この分権に関して、特段こ

の項目に従ってということはまだ考えており

ませんが、先ほど道州制の啓発活動等々、役

割分担等も含めて議論すべき機会がこれから

多いかと思いますし、そういう啓発活動をし

ていかなければならないというふうに思って

おりますので、道州制の議論も含めた形で、

あわせてこの分権についても啓発活動の中に

含めやっていきたいというふうに考えており

ます。

○鎌田聡委員 11ページで地方分権改革推進

委員会の今後の動きということでまとめてあ

りますが、２段目の個別の行政分野、事務事

業の抜本的見直しが１次勧告で１回勧告し

て、これは来年度末で２次勧告とありますけ

れども、１次勧告の段階ではどういった部分

について勧告が出されるでしょうか。

○内田企画課長 まだ１次勧告の正体、どう

いう形になるかというふうには聞いておりま

せんが、現在、１月の30日に出先機関とか、

こういう行政分野の見直しについての共通な

事柄を出しまして、現在、経済産業省、国土

交通省、それから法務省、農水省というふう

に個別のヒアリングを行われている状況で

す。これが終わりました段階で、政府委員会

としてはこのように考えるということを一度

出し、またその後、各省庁との議論をした上

で２次勧告という形で出すのではないか、議

論を積み重ねていくのではないかなというふ

うに考えております。

○鎌田聡委員 先ほどの議論にちょっと戻り

ますけれども、中間的な取りまとめに対する

本県の考え方は知事会を通してこの委員会に

物を言っていくということですが、それはい

つの時期に、１次勧告の前に言われるのか、

その１次勧告が出た後言われるのか、教えて

いただきたいと思います。

○内田企画課長 今、全国知事会の方でも地

方分権改革推進の特別委員会が設置されてお

りますので、まず、１次勧告が出た段階で、

そこには各府省の考え方、それから分権改革

推進委員会の考え方も出てくると思いますの

で、それに対して知事会としてどのように考

えるかという提言を行われるのではないかな

というふうに思っております。７月に全国知

事会等もありますし、そのあたりで一つの大

きな分権改革に対する山場があるのかなとい

うふうに思っております。

○鎌田聡委員 じゃ、今ずっと説明していた

だいた本県の中間取りまとめに対する本県の

考え方は１次勧告を待っているということで

すか。
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○内田企画課長 全国知事会の特別委員会

は、順次開かれておりますので、その中で議

題等にこの項目等があります場合には順次そ

の中で発言していき、最終的な知事会の提言

の中で反映いたしていただくよう要請してい

こうというふうに考えております。

○鎌田聡委員 そうであるのならば、少し本

県の考え方に対して、私はちょっと２つほど

このままで県が考え方を出していいのかなと

いうことがありますので、意見を言いますけ

れども、１つは民生委員の扱いですね、これ

はやっぱり民生委員さんが大臣による委嘱じ

ゃないと使命感、責任感が出てないと、持て

ないというふうにもとれるのです。私はそれ

は知事なり、市長からの委嘱でも責任感や使

命感を持っていただくように変えていくこと

が重要じゃないのかなと、地方自治体の役割

としてというふうに思います。そこが１点。

それともう１点が教育委員の部分です。教

育委員会制度、何でこの中間的な取りまとめ

の内容でいけないのかなと、教育委員会のあ

り方については、いろいろな議論があるだろ

うと思いますし、私は体制の充実を検討して

いく必要はないんじゃないかなというふうに

思いますので、このまま出されるのであれば

少しこれを議論する場というのは必要じゃな

いのかなというふうに思いますが、いかがで

しょうか。

○前川收委員長 鎌田委員、確かにそれぞれ

個別案件の考え方に、それぞれの委員として

の異議があることはあってもいいと思います

し、あるべきだと思います。ただ、きょうは

ですね、中間的な取りまとめがまず出された

という前回の中から、今この時点における県

の考え方がどうなんだということを報告を受

けたということでありますから、この一つ一

つをもしこの委員会の中で議論していくとい

うことであるならば、この委員会の構成も含

めて形を変えていかざるを得ない状況になる

のかもしれません。個別案件については、こ

の場ではなくそれぞれの担当部署と議論をし

ていただくということで、次の委員会がどう

いう構成になるかよくわかりませんが、今こ

こでそのことの議論を深めてしまうと、多分

この委員会の構成のままでは無理が来るかな

というふうに思っておりますので、御意見と

して承るという形でとどめさせていただく

と、よろしいですかね、委員会としては。

○鎌田聡委員 ただ、どこかで議論はすべき

ですよね、 これでいいのか……。

○前川收委員長 例えば各委員会ごとにこの

問題点を、常任委員会がございますから、常

任委員会がこの問題をそれぞれとらえながら

各会派で割り振りをして突っ込んでいくこと

も今の体制でもできるというふうに思います

もので、そういう方法論については、それぞ

れお考えがあろうと思います。このようなこ

とでよろしくお願いします。

ほかに。

○馬場成志委員 実は今、委員長がおっしゃ

たこと、鎌田委員と同じような意見だったん

ですけれどもね、△というのが消極的なのか

どうかは別にして考えていかなければいかん

、 、と これは×はつくらんだったわけですかな

☆印が×ですかな。

○内田企画課長 はい、賛同できないという

ことも意見として、これは企画課の方で実は

分類した分類でございまして、各部局から上

がってきました意見の中では、×いわゆる賛

同できないというふうに明確に言った意見は

ありませんでしたので、×印は表記いたしま

せんでした。
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○馬場成志委員 それでは△は、なお、ちょ

っと分類がしにくいんですけれどもね、やっ

ぱり、例えば私はこの中では、空港管理なん

かは今の現点では私の個人的な意見で言う

と、例えば×なんだろうというふうに思って

しまうんです。これは内情はよくわかりませ

んから、勉強不足かもしれませんけれども。

それと農業の畜産課の８番なんかはこれは自

信を持って、○とかでいいんじゃないかなと

いう気持ちを持ってしまいます。要は分権と

いうものを進めるという感覚で物を国に言っ

ていくのかと、いくんであれば権限は取ると

いうことから、後を整理していかなければい

かんということでありますし、適当な△とか

○だったらさっきのメルクマールのところに

も話が出ておりましたけれども、これは積極

的な意見が少ないから地方にはおろさないと

いうような意向が働いたり、逆に絶対もらえ

ないという部分でも、これは絶対反対はない

から地方におろしてしまうとか、そういう部

分が国の考えの中に働いてきはせんかなあと

いうところをちょっと心配しています。です

から、そういう意味では、この委員会はいい

ところ、悪いところはしっかりとあぶり出す

と、そしてその上で判断すると、判断する材

料をつくっていくということでありますの

で、すべてにおいて全くだめなものはないわ

けでしょうからね、×がなければいかんとは

言いませんが、その辺もうちょっとはっきり

した方がいいじゃないかなというふうに思い

、 、ますので これは答えがあればですけれども

意見として申し上げておきます。

○内田企画課長 地方分権改革推進委員会の

中間的な取りまとめの中でもまだ検討を要す

。 、るとかという形での提言でございます 現在

各府省からかなり詳しいヒアリングを行って

いるということですので、まず、その結果を

見たときに本当に地方分権の推進をすべき、

権限移譲を行うべき事項かどうかという、も

うちょっと一段深めた段階での判断ができる

かと思いますので、十分国の議論等を見なが

ら、県としても判断をしていきたいというふ

うに思います。

○馬場成志委員 済みません。重ねて同じこ

とを皆様方にも申し上げますけれども、私ど

もも政治的なステージでいろんな交渉をやり

ますけれども、そのときに回数を重ねるとき

は重ねておくほど特に反対はなかったじゃな

いかと、特に賛成はなかったじゃないかとい

うような部分で押し切られていく部分という

のは皆様方も随分経験されておるというふう

に思いますので、その辺を、書類をつくると

きに、その気持ちをそのまま持ったままつく

らんと、あいた、しもうたということになっ

、 。てしまいますので お願いしたいと思います

○前川收委員長 ほかにございませんでしょ

うか。

○池田和貴委員 今、これまでの意見とも重

複するかと思いますけれども、この県の考え

方の進め方ですけれども、例えば22ページの

道州制議論の今後の予定というのが載ってお

りますが、こういうふうに政府とか、自民党

とか、各主要な団体とかがどんどん道州制に

向けての話が進んでおるわけですね。ところ

が県民との格差といいますか、非常に大きい

わけです。県民は全くわからないと、これを

やるのは県の方から県民に対して情報提供し

ないと県民は全然考えられないわけですね。

全く100％に近いくらいわからないというこ

とで。例えば今回の熊本県としての考え方、

こういうのを１つありますよというようなこ

とを、これは地方分権の中の１つですけれど

も、やはり県民に少し考える資料を提供しな

いと結局、県のレベルだけで、県の職員のレ

ベルだけで上がっていくというような感じが

しますが、その点はどのように考えておられ
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ますか。

○内田企画課長 県民への情報提供は非常に

大事なものだというふうに我々の方も考えて

おります。今、具体的な議論としまして、九

州地方で、九州地方戦略会議の中で道州制の

議論を行っているわけですが、その中でも県

民生活といいますか、生活とのかかわりの中

で道州制を明らかにしていかないとなかなか

県民レベルでの議論にはならないのかなとい

うふうなことがありまして、今、道州制にな

った場合に我々の生活はどう変わるかという

議論を行っているところでございます。そう

いうようなことも含めまして、議論が済み次

第、なるべく県民の方々にわかりやすい形で

情報提供をしていきたいと、その考えは常々

持ちながら仕事を行っていきたいというふう

に思います。

○池田和貴委員 答えていただきましたの

で、あとさらに要望しますけれども、北海道

における研修にしても、あるいは先般の道州

制セミナーに参加しても、そこで言われるこ

とは、やはりこの道州制問題は地域から上が

っていかないかんと、上からでなくて下から

上がっていかないかんということを強く言わ

れますので、そのためには情報提供だと思い

ます。よろしくお願いいたします。

○前川收委員長 ほかにございませんでしょ

うか。

○髙木健次委員 本県の地方分権推進委員会

の中間的な取りまとめに対する熊本県の考え

方ということで出ておりますけれども、分類

でさらなる分権を進めてよいと考えておるの

は２件ですよね。先般、北海道の奈井江町、

、 、これは町ですけれども 視察に行ったときに

非常に道州制に対して北海道特区として取り

組んでおりますけれども、分権、権限の移譲

が市町村が求めているものが少ないというよ

うなことから、我々も大変この道州制という

ものに先行きの不安を感じたものですけれど

も、県がこうして取りまとめたものの中に賛

同する、もうちょっと分権を進めてもよいと

、 、考えるものがたったの２件 あとは賛同する

ある程度一定の条件のもとに賛同するという

ものが大半ですけれども、これはやっぱり県

の考え方としてはちょっと甘いじゃないかな

あと、もう少し突っ込むところは突っ込んで

さらなる分権を進めてもよいというものが◎

がまだ数としては多く出てきてもよかったん

じゃないかなあという感じがいたします。そ

の辺についてはいかがでしょうか。

○内田企画課長 確かに、県の方としまして

も地方分権を進めるという考えはずっと持っ

ているところでございますが、中間的な取り

まとめをごらんいただくとおわかりになるか

と思いますが、まだ検討を要するとかいう形

で方向性を示したもの的な表現がかなり多く

ございます。ですので、確実に、断定的にも

っと進めるべきだということを言える事項は

非常に少ないかと思います。これがもう少し

、 、議論が深まってきまして 事柄が明白になり

その背景あたりもきちっとなりましたら、も

う一段深めたところで進めるべきところは進

める、それから場合によっては反対だという

ような意見も出てくるかと思いますので、現

段階ではこのような回答にならざるを得ない

のかなというふうに思っております。

○髙木健次委員 現段階というのは一時期だ

ろうと思いますけれども、しかしながら、現

段階、まあ地方分権推進委員会がまとめた意

見ですから、相当これは基本的なものに近い

というふうな感じがいたしますので、その辺

、 、は非常に またよく吟味されるといいますか

されて、県としての考え方をもう少し打ち出

した方がいいじゃないかなあと思っておりま
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す。

以上です。

○前川收委員長 ほかにございませんでしょ

うか。

○池田和貴委員 今、ちょっと髙木委員のに

関連するかもしれませんが、本当に北海道の

視察は３者違う立場からの道州制に対する意

見を伺って非常に参考になったわけでござい

ますが、今回の県の北海道の視察でもあった

んですが、市町村と道、北海道ですね、説明

、 、 、を聞くとですね 道で聞いた説明だと ああ

なるほどなと思うけれども、市町村に行くと

市町村が道の考え方に対しての評価が全く異

なってくるということは、私は非常に肌で感

じられました。例えば今回の中間取りまとめ

に対するこの県の判断、これが今、委員の皆

さん方からもあったように、私はこれは市町

村がどう考えるかというところもある意味調

査をしていく必要があるんじゃないかと思う

。 、 、のです ですから そういったことに対して

市町村との連携が、今そういうステージが用

意されているのかどうかというのをまずお伺

いをしたいというふうに思います。

○内田企画課長 この中間的な取りまとめ、

具体的にまとまった形で市町村におろしてい

るということは現在のところまだございませ

ん。まだ議論の途中であるということもあり

ますし、具体論の中で、もし何かできました

らその段階で議論をするということになるか

と思いますが、非常に大事な議論だというふ

うに考えておりますので、道州制セミナー、

それから道州制のいろんな啓発活動の中に、

この分権の視点を入れながら市町村、それか

ら県民に対しても情報提供はしていきたいと

いうふうに考えております。

○池田和貴委員 なかなか市町村も道州制に

対する体制がないとか、いろいろ問題はあろ

うかと思いますが、しかし、実際、道州制を

やっていくときの基礎自治体は市町村で考え

られているわけでございまして、また、地方

分権をやっていく中で地方のことは地方で決

めていくためには、やはり地方はある程度歩

調を合わせて国と対峙をしていく必要がある

んだと思うのです。そのときに国と対峙をす

べき地方がお互いの信頼関係だとか、そうい

うものがないとすれば逆にそういったところ

で、先ほど馬場先生のお話にもございました

ように、そういうものをいろいろ使われてし

まうところも危惧をしているわけでございま

す。そういった意味では、市町村との協議を

する場を今後適切なときにつくっていただく

ように要望をしたいと思います。

もう１つは、今回は地方分権改革推進委員

会の中間取りまとめに対する件でお話しをい

ただきましたが、今、公務員制度改革も同時

に進んでいるわけでございまして、この公務

員制度改革の進み方によって、この道州制の

将来像について何か影響があるかどうか、そ

の辺は県として何か考えていらっしゃいます

でしょうか。

○前川收委員長 だれか担当はどこですか。

○田崎人事課長 今、公務員制度改革の御質

問でございますけれども、国の方につきまし

、 、ては 昨年の国家公務員法の改正という形で

例えば公務員の再就職の問題でありますと

か、あと実績能力主義の人事評価の問題であ

りますとか、そういうことが法律改正でなさ

れておりまして、地方公務員法の改正につき

ましても同時期に国会の方に出されておりま

すけれども、内容としては国家公務員法の改

正を踏まえたような内容になっております。

まだ継続審議中ということでございます。大

きな流れとしては以上のようなことでござい

ますけれども、我々としてもそういう地方公
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務員法改正の動向等しっかり見据えながら検

討をしていかなければいけない。そういう状

況だということでございます。

以上でございます。

○池田和貴委員 済みません。ちょっとこれ

と離れた形になってしまったんですが、しか

し、道州制をにらんだときに、この間の視察

のときでも北海道の開発庁の人の身分をどう

するかという話が当然出てきておりましたん

で、この辺の制度の改革と関係があるのかど

うなのか、その辺はぜひ地方の方としては注

視をしていく方がいいんじゃないかと思いま

した。具体的に私もどういう影響があるかと

いうのはわからないですが、そういった意味

で今ちょっと質問させてただきましたが、ぜ

ひその辺も皆様方も注視をしていただければ

と思います。

以上でございます。

○馬場成志委員 済みません。政治的な話に

なってしまうかもしれませんが、随分前に私

は、今の池田先生の最後の質問に似た部分も

本会議でやったことがあるんですけれども、

これは皆様方から言えることかどうかわかり

ませんが、ぜひとも勉強しておいていただき

たいと思いますが、国の採用試験は早くとめ

ろというような話をいたしました。外交と防

衛にかかわる分野については採用はずっと続

けなければいかんけれども、あとは将来のこ

ういった道州制とかというものが近づくので

あれば、早く国の採用はとめて、そして地方

で採用した人間を国に出向するなりなんな

り、国を治めるというか、そういう大局観を

持たせてまたこっちに戻す、そういう人事交

流をずっとやっていくことで、仮に後々、道

州制とかいうときになったときに余ってくる

人間が、余剰人員が出てこないというような

こと、それともう１つは、その時点から始め

とけば、20年くらいで道州制ということにな

った場合は40歳以下の国の生え抜きはおらん

ごつなるわけですから、それから10年もすれ

ばちゃんと地元の人間が道州あたりの意思決

定の中枢に座れると、これは地ごろの根性と

いう部分ですたいな。そういう部分も含めて

国に対して早く採用をとめろとか、そんなこ

とは皆さん方が言えませんけれども、そうい

ったことなんかもこういう機会には考えると

いう感覚を持っておっていただきたいという

ふうに思います。そしてどういった形でか上

げられる方法があれば、それを頭に入れてお

いていただきたいというふうに思います。大

した話になりせんでしたけれども、もう答え

はないでしょう。

○前川收委員長 いいですか、答えたいとい

う人はいないですか。

ほかにございますでしょうか。

それでは、ないようでありますから、これ

で質疑を終了いたします。

次に、議題の３閉会中の継続審査事件につ

いてお諮りをいたします。本委員会に付託の

審査事件については、審査未了のため閉会中

も継続審査とする旨、議長に申し出ることと

してよろしいでしょうか。

（｢異議なし」と呼ぶ者あり)

○前川收委員長 御異議なしと認め、そのよ

うに取り計らいます。

次に、議題の４その他に入りますが、その

他で何かございませんか。

○松田三郎副委員長 質問といいますか、資

料でいいますと23ページの九州各県の決算に

ちょっと関係のあることでございますが、企

画課長に申します。質問にならないかもしれ

ませんので、ならない場合は検討課題として

お聞きいただきたいと思います。

１つは、以前お願いしておりました先々で

州都の決め方、決まり方というのがある程度

具体化したときには教えてください。これは
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別にしておきましたので確認でございます。

もう１つは、この表を見ながらちょっと稚

拙な質問で恐縮でございますが、市町村合併

と同一に論じられないとはいえ、道州制の問

題は、比較してわかりやすい参考になるとこ

ろもあるかなと思いながら見ておりました。

例えば道州制がかなり具体化した場合に、市

町村合併だと、あそこの町村は財政状況が悪

いからと、あるいは気に入らぬからというこ

とはないでしょうけれども、枠組みから離脱

するとかということは十分、任意協、法定協

の途中過程においてあり得る話であります

が、道州制の場合は、恐らく事の性質から九

州で道州制と、九州なのか、九州府なのかに

移行する、導入されるという場合に、あそこ

の県は財政がよくないから入ってほしくない

とか、極端な話、どこかその段階で準用団体

に陥っているという場合に、そこは入れない

ということは多分難しいんだと思います。そ

れが可能なのかどうなのか、あるいはそうい

った場合に何らかの経過措置とか、道州制で

国に何かお願いするとも変な話でしょうが、

何らかの措置があり得るのか、また、がらが

らぽんとゼロから道州制にスタートなんだか

ら、そんなことはほとんど関係ないというこ

となのか、というのはもし今わかれば教えて

いただきたいと思いますし、今なかなか具体

的になってないということであるならば、近

い将来の検討課題ということで特に意識をし

ていただいておいて、何かわかったら教えて

いただきたいと思いますが。

○内田企画課長 道州制の枠組みの中におい

て、１県を入れる入れないというような可能

性があるかという御質問かと思いますが、道

州制は都道府県合併とは違います。都道府県

合併の場合は先生がおっしゃいましたよう

に、入れる入れないの議論も多少出てくる場

合もあるかなというふうな気がしております

が、道州制の場合は国の形を変えるというこ

とで、国との関係においてどういうふうに枠

組みを決めるかとか、市町村の役割を考える

かという話になりますので、すべてリセット

になる話ではないのかなということがござい

ます。多分、枠組みが決まりますと入れる入

れないの議論よりも枠組みをどうするかとい

うことの議論だけではないのかなと、その中

で重要なのはやはり国との関係、役割分担を

どうするかと、市町村との役割分担をどうす

るか、どちらかいいますと、そちらの方の議

論が九州の場合は大きいのではないかなとい

うふうに思います。

○前川收委員長 それでは、ほかにないよう

であれば……、

○髙木健次委員 その他でいいですか、何で

もいいですか。

○前川收委員長 委員会に関連することあれ

ば、どうぞ。

○髙木健次委員 委員長にちょっと、委員長

が幹事長という立場でお聞きしますけれど

も、県連にですね、熊本市が州都にと書いて

ありますね、非常に勇ましいといいますか、

目的に対してのインパクトは非常にあると思

うのです。九州で７県、ほかの県でもこうい

う反応を上げているところは。

○前川收委員長 済みません。それはちょっ

と立場が違いますから、きょうはこの返答は

……、後で個人的にお話しましょう。

ほかにございませんでしょうか、いいです

かね。

それでは、これで委員を閉会いたします。

なお、本年度、最後の委員会でありますか

ら一言ごあいさつをさせていただきたいと思

います。

この委員会のメンバーの委員の皆様方、そ
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して担当の各部課の皆様方には、この１年間

大変お世話になりました。ありがとうござい

ました。最初は、道州制問題等特別委員会を

設置したときには、これから先の審議の内容

であったり、また、国の動きや市町村等の動

き等々と、どう呼応していくかという部分に

ついて、なかなか出口の見えない議論を始め

なければならないなという思いがありました

し、委員長を仰せつかったときに、これはど

うしたものかという思いもありました。しか

、 、 、し 委員の皆様方の御協力のおかげで また

執行部の皆様方からもよく御協力をいただき

ながら、私は本来であればここで熊本県が望

む、あるべき道州制の姿を示すべきだという

ことを最初言っておりましたから、その姿を

示せればよかったと思ってますが、まだ我々

の感覚と、それから国や地方の動きというも

ののずれというのが随分あるように思ってお

ります。北海道で視察をさせていただきなが

ら我が身にかえって考えてみると、我々は国

に向かって道州制や地方分権の話を押し進め

ていきながら、振り返って我が県の中でも市

町村から見た県の熱気に対する姿勢というも

のが冷やかかだったと、北海道と同じような

目線が熊本に向けられているような部分もあ

るんじゃないかなということを改めて感じた

。 、こともありました やっぱり地方分権の推進

道州制の問題というのは国、県それから市町

村、基本的にはやっぱり基礎自治体である市

町村にどこまで力を持っていただけるかとい

うことが先に来ないと無理なんだろうなとい

うことを改めて北海道の視察でも感じたとこ

ろであります。ふと我が身に振り返ると、熊

本県の中で果たして県から市町村にどれほど

の権限移譲が進んでいるかというと、国の問

題とか道州制の問題だけは真剣に議論してい

るけれども、県から市町村に対する権限移譲

の問題が余り委員会の中でも議論にならな

い。今後はやっぱりその辺の部分もしっかり

足元を見つめて議論していかなければならな

いんだろうというふうに思っています。道州

制と地方分権、同じような歩みをしているよ

うに見えるけれども、今、地方分権の動きだ

けを将来の道州制だという姿で見るとする

と、私は少し違う思いがしております。道州

制は道州制、地方分権は地方分権という今の

この時点においては分けて考えておかない

と、今の地方分権の流れの状況はこのまま道

州制という話になるのであれば、それは明ら

かに、少なくとも私がイメージした霞ヶ関の

、 、解体に近い 基礎自治体が大切にされながら

州が大きな権限を持ってやっていくという道

州制とは明らかに違う形に進んでいくんだろ

うなというふうに思っています。一応、継続

審査という形で申し入れをするようになりま

した。この次に新しい年度が始まる中で、こ

の問題、道州制等特別委員会が名前がどうな

るのか、それから付託案件がどうなるのか、

少し動きが出るのかもしれませんが、１年間

この議論していただいた議論の内容について

は、このまま恐らく特別委員会の中でさらに

継続的に議論をしていくべきだというふうに

思っておりますし、また、皆さんもそう感じ

ていただいていると思っています。できるこ

とならばぜひ次の特別委員会にもなるだけ同

じメンバーで……、そんなものを言ってはい

かんのですけれども、なるだけ継続的な議論

ができるような形がいいじゃないかなという

ふうに思っております。１年間、本当に御協

力をいただきました委員の皆さん、それから

執行部の皆さん方にお礼を申し上げながら委

員長としてのごあいさつにかえさせていただ

きます。ありがとうございました （拍手）。

それでは、副委員長からいただきます。

○松田三郎副委員長 一言ごあいさつを申し

上げます。先ほど委員長のごあいさつにあり

ましたように、実は私も年度当初、非常にま

だ情報が少ない、あるいは抽象的な情報しか

ないというようなぽわっとした形でございま
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したので、委員長を初め執行部の方も大変御

苦労いただいたことだと思います。私もひそ

かに委員長がどのように指揮采配をなさるの

かなと関心を持ちながら期待をしながら見て

おりましたら、執行部の皆様、委員の先生方

の御協力のもと、非常にすばらしい指揮をな

さったということで、平成19年度に熊本県議

会において、道州制という文言が入った委員

会が立ち上がったということは非常に意義深

いことだと思いますし、将来必ず他県に先駆

けて行ったことで高い評価をいただけるんで

はないか、このような気分で今ここに立って

おります。この委員会１年間を通しまして、

その足跡を残し得た審議内容、視察ではなか

ったかと、このように思っております。重ね

て御協力をいただきました委員の先生方、そ

して執行部の方々に心より御礼を申し上げま

して閉めのあいさつとさせていただきます。

１年間ありがとうございました。(拍手)

○前川收委員長 それでは、これをもちまし

て、本年度の最後の委員会を終わりたいと思

います。ありがとうございました。

午前11時22分閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

道州制問題等調査特別委員会委員長


